
 

○現行制度の改善又は拡充を求めるもの（拡充を求めるもの） 

区分 ■ 新 規 □ 再提案 ( ・ ・ 第  回総会；   市) 

種類 

■ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 
分 

野 

□ 総務文教 

□ 新たな施策の要望又は提案を求めるもの □ 社会環境 

□ 特に市町村への財政支援策等を求めるもの※注 □ 経済 

□ その他（               ） ■ 建設 

要望先 

■ 国 担当省庁 国土交通省、ＮＥＸＣＯ３社 

□ 県 担当部局  

□ その他 名  称  

件名 13 高速道路の現行割引制度の存続について 

提案市 上田市 

提
案
要
旨 

ＮＥＸＣＯは高速道路料金割引について、国の緊急経済対策実施のため

に確保してある予算が平成２５年度末で終了することに伴い、平成２６年

度から料金割引を縮小するとしている。 

高速道路の割引制度が縮小された場合、物流や交通、観光振興、地域経

済などへの影響が懸念されるため、現行料金割引制度の存続を国とＮＥＸ

ＣＯ３社に要望する。 

 

 

提
案
理
由 

現行の割引制度は、高速道路を有効活用した地方経済を支えるインフラ

となっており、今回の料金割引の縮小は、地域に様々な影響をもたらすと

ともに、４月からの消費増税や原油価格の高騰なども加わり、観光や物流、

経済に大きなダメージが予想される。   

このため、料金割引制度を存続させて、地方経済への影響を緩和する必

要がある。 

 

現
況
及
び
課
題
等 

緊急経済対策として導入された高速道路の料金割引は、平成２６年度に

は大幅に縮小となる。 

割引制度の縮小に伴い、一部の割引は一定の期間、激変緩和措置を設け

ることになっているが、一時的な措置にすぎない。 

 

（普通車高速料金）           現行   新案 

長野～練馬  通常4,900円 ETC休日 2,650円→3,700円 

松本～高井戸 通常4,950円 ETC休日 2,600円→3,650円 

 飯田～高井戸 通常5,750円 ETC休日 3,000円→4,250円 

地方部 ：ETC休日割引 現行５割引→新案３割引 

大都市部：ETC休日割引 現行３割引→新案廃止 

（大都市部区間：東松山～練馬・八王子～高井戸） 

関係 

法令 

 

 

 



 

 

高速割引の改正（案）公表内容（対象はＥＴＣ利用者） 

 

 

地方部 割引内容 現行 新案 激変緩和措置 

平

日 

全 

車 

種 

平日昼間割引 

（9時～17時） 
3割引 廃止  

早朝・夜間割引 

（4時～6時） 

（20時～24時） 

3割引 廃止  

深夜割引 

（0時～4時） 
5割引 3割引  

通勤割引 

（6時～9時） 

（17時～20時） 

5割引 

5割引 

複数回利用者

限定 

 

土

日

祝

日 

 

普

通

車 

 

以

下 

 

終日 

 

5割引 3割引 
平成26年6月まで

5割引 

中

型

車 

以

上 

通勤割引 

（6時～9時） 

（17時～9時） 

5割引 廃止  

深夜割引 

（0時～4時） 
5割引 3割引  

マイレージ割引 
最大割引率 

13.8％ 

最大割引率 

9.1％ 

 

 

大口・多頻度割引 

 

 最大割引率 

30% 

 

 最大割引率 

40% 

平成27年3月まで 

最大割引率 

50% 

 


